
 

委員会提出議案第３号 

 

議会改革特別委員会委員の定数の変更に関する決議について 

 

 

下呂市議会会議規則（平成 16 年議会規則第１号）第 14 条第２項の規定により、別紙のとおり、

議会改革特別委員会委員の定数の変更に関する決議を提出する。  

 

 

 

令和４年４月 25 日提出 

 

 

下呂市議会 議会改革特別委員会 

委 員 長   田 中 副 武 

 

 

 

提 案 理 由 

委員会の円滑な運営を図るため、委員定数を増員するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

議会改革特別委員会委員の定数の変更に関する決議 

 

 

 

 次のとおり、議会改革特別委員会委員の定数を変更するものとする。 

 

 

１．委員の定数   ７名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


